
1. 令和7年度における監査結果

【行政財産】「一定の地域の庁舎」又は「特定の官署の庁舎」等の指摘（6件）

指摘類型指摘内容

庁舎等に余剰が生じているため、有効活用を求めたもの。a庁舎等の有効活用

余剰が生じている庁舎への移転等により、借受解消を求めたもの。b庁舎等の借受解消

庁舎等が非効率な使用等のため、一部又は全部の用途廃止・引継ぎを求めたもの。c用途廃止・引継

国有財産台帳の記載不備等のため、訂正を求めたもの。d1
財産管理の不備

使用承認の手続未済等のため、是正を求めたもの。d2

※ 一覧表「指摘類型」欄の凡例

指摘の主な概要所在地口座名等勘定名会計名部局名省庁名
指摘
類型

函館港湾合同庁舎は、今後、余剰（約110㎡）の発生が見込
まれることから、狭隘な状態である入居官署への配分調整
等により、有効活用を図る必要がある。

北海道函館市函館港湾合同庁舎―一般函館税関財務省a

函館地方合同庁舎は、余剰（約50㎡）が生じていることから、
狭隘な状態である入居官署への配分調整等により、有効活
用を図る必要がある。

北海道函館市函館地方合同庁舎―一般函館地方法務局法務省a

公共用財産である戸井漁港は、無断占使用等により公共性
を喪失していることから、用途廃止する必要がある。

北海道函館市戸井漁港―一般水産庁農林水産省c

函館少年刑務所庁舎船舶（汽船）は、土地の国有財産台帳
の登録に誤りがあることから、国有財産台帳を整理する必
要がある。

北海道函館市
函館少年刑務所庁舎
船舶（汽船）

―一般函館少年刑務所法務省d1

函館少年鑑別支所庁舎は、土地の国有財産台帳の登録に
誤りがあることから、国有財産台帳を整理する必要がある。

北海道函館市函館少年鑑別支所庁舎―一般函館少年刑務所法務省d1

函館方面情報通信部庁舎は、庁舎等使用現況及び見込報
告書の借受庁舎等に関する事項を記載していないことから、
適切な措置を講ずる必要がある。

北海道函館市函館方面情報通信部庁舎―一般北海道警察情報通信部内閣府d1


